
    

第 17節 そ の 他 

本規程の第 1節乃至第 16節の規定を適用することができない利用方法により著作物を 

利用する場合は、著作物利用の目的および態様、その他の事情に応じて利用者と協議のう

え、その使用料の額または率を定めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


